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平
成

２７
年

１０
月
１
日
か
ら
３
年
間
に

限
り
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
可
能

期
間
が
２
年
か
ら
５
年
に
延
長
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
過
去
５
年
以
内
に
国
民
年
金
保
険
料

の
納
め
忘
れ
の
期
間
の
あ
る
方
は
、
申

込
手
続
き
を
す
る
こ
と
で
平
成

２７
年

１０

月
か
ら
平
成

３０
年
９
月
ま
で
の
３
年
間

に
限
り
、
過
去
５
年
分
ま
で
さ
か
の
ぼ

っ
て
保
険
料
を
納
め
る
こ
と（
後
納
）が

で
き
ま
す
。
な
お
、
す
で
に
老
齢
基
礎

年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
は
対
象
に
な

り
ま
せ
ん
。

後
納
制
度
利
用
の
メ
リ
ッ
ト

・
納
め
忘
れ
の
期
間
を
納
め
る
こ
と
で
、

年
金
受
給
資
格
を
得
ら
れ
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。

・
す
で
に
年
金
受
給
資
格
を
満
た
し
て

い
る
方
で
も
、
未
納
期
間
の
後
納
保

険
料
を
納
め
る
こ
と
で
将
来
受
け
取

る
年
金
額
が
増
額
し
ま
す
。

・
会
社
員
や
公
務
員
の
配
偶
者
の
扶
養

か
ら
外
れ
た
時
に
、
国
民
年
金
へ
の

切
り
替
え
の
届
出
が
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
方
が
手
続
き
を
す
れ
ば
、
後
納

制
度
を
利
用
で
き
、
年
金
額
が
増
額

し
ま
す
。

　
希
望
さ
れ
る
方
は
、
申
込
書
の
送
付

依
頼
を
年
金
事
務
所
へ
お
願
い
し
ま
す
。

（
日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
取
得
が
で
き
ま
す
）後
日
申
込
書

が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を

記
入
し
、
年
金
事
務
所
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
審
査
後
、
通
知
書
お
よ
び
納

付
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
金
融
機

関
な
ど
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　
過
去
３
年
度
以
前
の
保
険
料
を
後
納

す
る
場
合
に
は
、
当
時
の
保
険
料
額
に

加
算
額
が
つ
き
ま
す
。
ま
た
、
後
納
保

険
料
の
納
付
は
、
最
も
古
い
期
間
か
ら

納
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
国
民
年
金
保
険
料
は
所
得
税
お
よ
び

住
民
税
の
申
告
に
お
い
て
、
社
会
保
険

料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
控
除
の

対
象
と
な
る
保
険
料
は
、
平
成

２８
年
中

に
納
付
し
た
保
険
料
で
す
。
ま
た
、
ご

家
族
の
保
険
料
を
支
払
っ
た
場
合
に
も
、

控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
た
め
に

は
、
納
付
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

（
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）控

除
証
明
書
や
領
収
証
書
）の
添
付
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

　
平
成

２８
年
１
月
１
日
か
ら
９
月

３０
日

の
間
に
納
付
し
た
方
に
は

１１
月
上
旬
に
、

平
成

２８
年

１０
月
１
日
か
ら

１２
月

３１
日
の

間
に
今
年
は
じ
め
て
保
険
料
を
納
め
た

方
へ
は
翌
年
２
月
上
旬
に
、
日
本
年
金

機
構
か
ら
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保

険
料
）控
除
証
明
書
が
送
ら
れ
ま
す
。申

告
書
提
出
の
際
に
、
こ
の
証
明
書
ま
た

は
、
領
収
証
書
を
添
付
し
て
下
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

住
民
課 

住
基
戸
籍
係

　
　
蕁
４
３
―
２
８
０
０（
課
直
通
）

　
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課

　
総
合
窓
口
第
２
係

　
　
　
蕁
５
５
―
３
７
０
１（
直
通
）

　
日
本
年
金
機
構 

幡
多
年
金
事
務
所

　
　
　
蕁
３
４
―
１
６
１
６

　
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
伴
い
、
所
得

の
低
い
方
々
へ
の
負
担
の
影
響
を
考
え
、

簡
素
な
給
付
措
置
と
し
て
、「
臨
時
福

祉
給
付
金
」を
支
給
し
ま
す
。

◆
支
給
対
象
者

　
平
成

２８
年
１
月
１
日
時
点
で
黒
潮
町

に
住
民
登
録
が
あ
り
、
平
成

２８
年
度
分

の
住
民
税（
均
等
割
）が
課
税
さ
れ
な
い

方
が
対
象
で
す
。
　

た
だ
し
、
次
の
方
は
対
象
外
で
す
。

・
平
成

２８
年
度
の
住
民
税（
均
等
割
）が

課
税
さ
れ
て
い
る
方
の
税
法
上
の
扶

養
親
族
な
ど

・
生
活
保
護
制
度
の
被
保
護
者

・
支
給
決
定
ま
で
に
亡
く
な
ら
れ
た
方

な
ど

◆
支
給
額

　
給
付
対
象
者
１
人
に
つ
き
３
千
円
 

◆
申
請
手
続
き

　
支
給
対
象
と
思
わ
れ
る
方
に
は
９
月

中
旬
に
案
内
書
と
申
請
書
を
送
付
し
て

い
ま
す
。
申
請
書
に
必
要
書
類
を
添
え

て
、
申
請
期
間
内
に
役
場
担
当
窓
口
へ

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。（
郵
送
可
）

◆
申
請
期
限
　
※
当
日
消
印
有
効

　
平
成

２９
年
１
月

３１
日（
火
）

◆
給
付
方
法

　
申
請
書
受
付
後
、
審
査
の
う
え
、
支

給
対
象
者
の
指
定
口
座
へ
随
時
、
振
り

込
み
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課

　
総
合
窓
口
第
２
係

　
　
蕁
５
５
―
３
１
１
２（
直
通
）

役場からのお知らせ役場からのお知らせ

国
民
年
金
保
険
料
「
５
年
の
後
納

制
度
」
に
つ
い
て

国
民
年
金
保
険
料
は
全
額
が
社
会

保
険
料
控
除
の
対
象
で
す

平
成
２８
年
度
臨
時
福
祉
給
付
金
の

お
知
ら
せ


